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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別紙１
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
九

法
第
六
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の

第
一
条
の
九

法
第
六
条
の
五
第
四
項
及
び
第
六
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広

規
定
に
よ
る
広
告
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

告
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

患
者
そ
の
他
の
者
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
の

一

他
の
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨
を
広
告
し
て

主
観
又
は
伝
聞
に
基
づ
く
、
治
療
等
の
内
容
又
は
効
果
に
関
す
る
体
験
談
の
広

は
な
ら
な
い
こ
と

告
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二

治
療
等
の
内
容
又
は
効
果
に
つ
い
て
、
患
者
等
を
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ

二

誇
大
な
広
告
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

る
治
療
等
の
前
又
は
後
の
写
真
等
の
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

（
削
る
）

三

客
観
的
事
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
の
広
告
を
行

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

（
削
る
）

四

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
内
容
の
広
告
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い

こ
と

第
一
条
の
九
の
二

法
第
六
条
の
五
第
三
項
及
び
第
六
条
の
七
第
三
項
の
厚
生
労
働

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
自
由
診
療
（
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
等
並
び
に
療
養

の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
費
負
担
医
療
に
係

る
給
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
検
査
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。

一

医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
情
報
で
あ
つ
て
患
者
等
が
自
ら
求
め

て
入
手
す
る
情
報
を
表
示
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
広
告
で

あ
る
こ
と
。

二

表
示
さ
れ
る
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
患
者
等
が
容
易
に
照
会
が
で
き
る
よ

う
、
問
い
合
わ
せ
先
を
記
載
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
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。
三

自
由
診
療
に
係
る
通
常
必
要
と
さ
れ
る
治
療
等
の
内
容
、
費
用
等
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

自
由
診
療
に
係
る
治
療
等
に
係
る
主
な
リ
ス
ク
、
副
作
用
等
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
医
業
に
関
す
る
診
療
科
名
の
名
称
に
係
る
組
み
合
わ
せ
の
方
法
等
）

（
医
業
に
関
す
る
診
療
科
名
の
名
称
に
係
る
組
み
合
わ
せ
の
方
法
等
）

第
一
条
の
九
の
二
の
二

（
略
）

第
一
条
の
九
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
歯
科
医
業
に
関
す
る
診
療
科
名
の
名
称
に
係
る
組
み
合
わ
せ
の
方
法
）

（
歯
科
医
業
に
関
す
る
診
療
科
名
の
名
称
に
係
る
組
み
合
わ
せ
の
方
法
）

第
一
条
の
九
の
五

第
一
条
の
九
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
三
条
の
二
第

第
一
条
の
九
の
五

第
一
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
三
条
の
二
第
一
項

一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
歯
科
と
同
号
ロ

及
び

に
定
め
る
事
項
と
を
組

第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
歯
科
と
同
号
ロ

及
び

に
定
め
る
事
項
と
を
組
み
合

(1)

(2)

(1)

(2)

み
合
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表
第
六
（
第
三
十
条
の
二
十
八
の
三
関
係
）

別
表
第
六
（
第
三
十
条
の
二
十
八
の
三
関
係
）

項

式

項

式

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）

Ａ

（
略
）

Ａ

（
略
）

Ｂ

次
の
各
号
に
定
め
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
当
該
各
号

Ｂ

次
の
各
号
に
定
め
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
当
該
各
号

に
定
め
る
数

に
定
め
る
数

一

高
度
急
性
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
に

一

高
度
急
性
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
に

お
い
て
医
療
資
源
投
入
量
（
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

お
い
て
医
療
資
源
投
入
量
（
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

一
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
の
出
来
高
点
数
（
健
康
保
険
法

一
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
の
出
来
高
点
数
（
健
康
保
険
法

（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（

（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（

同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
一

）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
出
来
高
に
よ
つ
て
算
定
さ
れ

十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
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る
診
療
報
酬
（
入
院
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る

基
づ
き
出
来
高
に
よ
つ
て
算
定
さ
れ
る
診
療
報
酬
（
入
院

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す

算
定
の
単
位
を
い
う
。
）
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。

る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
算
定
の
単
位
を
い
う

以
下
同
じ
。
）
が
三
千
点
以
上
で
あ
る
医
療
を
受
け
る
入

。
）
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
三

院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係

千
点
以
上
で
あ
る
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
の
う
ち
当
該

る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階

級
別
入
院
受
療
率

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

～
Ｅ

（
略
）

～
Ｅ

（
略
）

Ｃ１

Ｃ１
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（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

（
指
定
施
設
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と

第
二
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療

五

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療

所
（
精
神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
の
広
告
を
し

所
（
精
神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
を
広
告
し
て

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

い
る
も
の
に
限
る
。
）

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）

附

則

附

則

（
受
験
資
格
の
特
例
）

（
受
験
資
格
の
特
例
）

２

法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

病
院
又
は
診
療
所
（
精
神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
精
神
科
若
し
く
は
心
療

二

病
院
又
は
診
療
所
（
精
神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
精
神
科
若
し
く
は
心
療

内
科
の
広
告
を
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

内
科
を
広
告
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
の
方
法
及
び
内

（
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
の
方
法
及
び
内

容
に
関
す
る
基
準
）

容
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法

第
二
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
は
、

」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
は
、

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の
五
第
二
項
第
一
号
か
ら

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
一
条
の
九
各
号
に

第
三
号
ま
で
並
び
に
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）

規
定
す
る
広
告
の
方
法
及
び
内
容
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

第
一
条
の
九
各
号
に
規
定
す
る
広
告
の
方
法
及
び
内
容
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す

内
容
が
虚
偽
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
が
虚
偽
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


